
（平成２４年２月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認三重地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

三重国民年金 事案 1158（事案 1073の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年 11 月から３年６月までの国民年金保険料については､納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年 11月から３年６月まで 

前回の申立てについての委員会の判断の理由に関し、約 21 年前の資料を

要求するものであったり、著しく信頼性に劣る記録や国民年金被保険者資

格喪失手続についての誤った認識が根拠とされており、不当な結論である。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）オンライン記録及び申立人の国民

年金手帳記号番号に係るＡ市の国民年金被保険者記録とも、申立期間につい

て国民年金に加入した形跡は無く、国民年金の未加入期間となっていること、

ⅱ）申立期間について、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見

当たらないこと、ⅲ）申立人は、申立期間に係る国民年金被保険者資格喪失

手続を行った記憶は無いとしていること等を理由として、既に当委員会の決

定に基づく平成 23 年８月４日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が

行われている。 

申立人は、委員会の当初の決定について、国民年金被保険者資格喪失手続

に関する認識に誤りがあると主張するが、これは委員会の当初の決定を変更

すべき新たな事情とは認められず、そのほかに委員会の当初の決定を変更す

べき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



                      

  

三重国民年金 事案 1159 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年 11 月から 63 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年 11月から 63年６月まで 

平成元年５月に私が結婚するので、母親が、未納があってはいけないと

国民年金保険料をまとめて納めた。兄の保険料も同様に、結婚するまで母

親が納めていたにもかかわらず、私の保険料だけが未納となっている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人の母親が国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

また、申立人の母親は、申立人の婚姻を契機として、国民年金保険料を遡

及納付したとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号

の前後の被保険者の資格取得日等から判断して、平成２年５月頃に払い出さ

れたものとみられることから、申立人の国民年金加入手続はその頃行われた

と考えられる上、申立期間について、別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、申立期

間の大部分は時効により国民年金保険料を納付することができない期間であ

る上、ほかに申立期間について、保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



                      

  

三重国民年金 事案 1160 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51年 11 月から 53年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51年 11月から 53年２月まで 

申立期間は、それまで勤務していた会社を退職し、アルバイトや農業な

どをしながら、新しい仕事を探していた時期である。当時は子供もいたの

で、国民年金と国民健康保険に加入していたと思う。妻が勤めていたので、

国民年金保険料を支払うことはできた。申立期間について、国民年金に加

入していないことは納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人の妻が国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は国民年金の加

入手続及び保険料納付に直接関与しておらず、それらを行ったとする申立人

の妻に聴取しても、加入手続及び保険料納付についての具体的な供述を得る

ことはできず、国民年金の加入状況及び保険料納付状況が不明である。 

また、申立人の名前の読み方を幾通りか変えるなどして調査しても、申立

期間について、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当た

らず、申立期間は国民年金の未加入期間となっている。 

このほか、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



三重厚生年金 事案 1885 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38年６月７日から 43年 10月１日まで 

② 昭和 46年 11月１日から 48年７月１日まで 

③ 昭和 48年 11月１日から 49年７月１日まで 

申立期間について、証明できる書類は残っていないが、標準報酬月額に

誤りがあるので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社から得ていた報酬額と比べ、標準報酬月額が低

額であると主張している。 

しかしながら、現在、申立人が代表取締役を務めるＡ社には、当時の賃金

台帳等の関連資料は保管されておらず、申立人の申立期間の報酬月額及び厚

生年金保険料の控除額について確認することができない。 

また、申立期間①について、申立人の標準報酬月額とＡ社で申立人と同じ

年に被保険者資格を取得した３人の同僚の標準報酬月額とを比較しても、資

格取得時の標準報酬月額は年齢に応じた額となっており、申立人の標準報酬

月額のみが著しく低額であるという事情は見当たらない上、資格取得から１

年後の昭和 39 年７月に随時改定が行われ、申立人の標準報酬月額は同期の同

僚と比べ最も高い額となっていることが確認できる。 

さらに、申立期間について、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票

を確認しても、申立人の標準報酬月額等の記載内容に不備は無く、オンライ

ン記録とも一致しており、遡って標準報酬月額の訂正が行われた形跡も見当

たらない。 

このほか、申立期間について、標準報酬月額が誤りであることをうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

三重厚生年金 事案 1886（事案 845、1551及び 1821の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 21年 10月１日から 23年８月１日まで 

② 昭和 23年９月１日から同年 12月５日まで 

申立期間について、新たな資料は無いが、総務省年金記録確認Ａ地方第

三者委員会において資料が無くても認められているケースがあり、また、

申立期間①における健康保険番号が＊番であるのは不自然である。さらに、

私が居住していた場所については未調査のため申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①に係る申立てについては、ⅰ）Ｂ社に在籍していた複数の同僚

（申立人が記憶している同僚を含む。）に照会したところ、申立人と一緒に

働いていた旨供述する者はいるものの、いずれも申立人が勤務していた時期

等については記憶しておらず、申立人の入社時期についての供述等を得るこ

とはできなかったこと、ⅱ）Ｂ社は昭和 30 年２月５日に厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなっている上、閉鎖登記簿謄本で判明した当時の役員等

関係者の所在も不明のため、申立人の申立期間①に係る勤務実態、厚生年金

保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況について関連資料や供述を得る

ことはできなかったこと、ⅲ）Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

よると、昭和 20 年４月１日の資格取得（健康保険番号＊番）から 23 年８月

１日の資格取得（健康保険番号＊番）までの間に、同社において被保険者資

格を取得した者は無く、申立人及び上記の申立人が記憶している同僚を含む

多くの従業員が申立人と同日の 23 年８月１日に資格取得している上、これら

の同僚に照会したところ、複数の同僚が本人の被保険者資格取得日より２年

から３年ぐらい前に同社に入社したと供述していることから、同社において

は、必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させていたとは言えない状況



                      

  

がうかがえること等を理由として、また、申立期間②に係る申立てについて

は、ⅰ）申立人の雇用保険の加入記録により、申立人が、申立期間②のうち

昭和 23年 10月 21日以降の期間においてＣ社Ｄ工場で勤務していたことは確

認できるものの、申立期間②に同事業所に在籍していた複数の同僚（申立人

が記憶している同僚を含む。）に照会したところ、複数の同僚が、入社して

最初の３か月から６か月程度の期間は臨時社員だった旨、臨時社員の時は厚

生年金保険に加入していなかったと思う旨の供述をしている上、本人が記憶

している入社時期と厚生年金保険の加入時期に違いがみられることから、同

社においては、必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させていたとはい

えない状況がうかがえること、ⅱ）申立人の申立期間②に係る厚生年金保険

の適用及び厚生年金保険料の控除の状況についてＣ社に照会したところ、当

時の資料は残っていないため不明であるとの回答があり、これらを確認でき

る関連資料や供述を得ることはできなかったこと、ⅲ）Ｃ社Ｄ工場の健康保

険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の氏名は無く、記載内容に不合理

な点が見られないこと等を理由として、既に当委員会の決定に基づき、平成

22 年２月 18 日付けで、年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われて

いる。 

また、その後、申立人から再度の申立てがあり、申立期間①及び②に係る

申立てについて、ⅰ)申立人が健康保険証を使用して受診していたと主張して

いるため、申立人から提示があった医療機関について調査したところ、所在

が不明の医療機関がある上、現存する医療機関について照会したものの、い

ずれも当時の資料は無い旨の回答があり、申立人が主張する内容について確

認することができなかったこと、ⅱ)旧Ｅ町の住所地に現存している医療機関

についても調査したが、申立期間当時、開院していた医療機関は見当らない

ため、当時の関連資料や供述を得ることはできなかったこと等を理由として、

また、申立期間①に係る申立てについては、ⅰ)申立人から提示があった同僚

に照会したところ、勤務時期は特定できないものの、申立人はＢ社で勤務を

していたことは推認できるが、上記同僚は同社の厚生年金保険被保険者資格

を取得していない上、当該同僚の夫は、申立人と同様、昭和 23 年８月１日に

被保険者資格を取得していることから、同社においては必ずしも入社と同時

に厚生年金保険被保険者資格を取得させていたとは言えない状況が改めてう

かがえること、ⅱ)同社はＦ事業所に吸収されたと申立人が主張していること

から、Ｆ事業所について調査したものの同事業所は厚生年金保険の適用事業

所として見当たらないこと、ⅲ)Ｂ社と同種の事業内容で所在地が近似してい

る事業所に照会したものの、不明と回答しており、同事業所における関連資

料や供述等を得ることはできなかったこと等を理由として、さらに、申立期

間②に係る申立てについては、ⅰ)前回聴取できなかったＣ社の厚生年金保険

被保険者である複数の同僚(申立人が記憶している同僚を含む。)を調査した



                      

  

ところ、申立人を覚えていると供述している同僚はいるものの、申立人の申

立期間②に係る厚生年金保険の適用状況についての供述を得ることはできな

かった等を理由として、既に当委員会の決定に基づき、平成 23 年３月 31 日

付けで、年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

さらに、その後、申立人から再々度の申立てがあり、申立人は新たな資料

等を提出することなく、「再調査の上、申立期間について厚生年金保険被保

険者期間として認めてほしい。」と主張しているが、ⅰ)前回、聴取できなか

ったＢ社の同僚について再調査したところ、「私は昭和 21 年から結婚した

27 年まで事務員として勤務したが、厚生年金保険料は控除されていなかった。

会社に理由を聞くと『資格が無いから。』と言われた。」と供述しているこ

とから、同社においては、必ずしも入社と同時に厚生年金保険の被保険者資

格を取得させていたとは言えない状況が改めてうかがえること、ⅱ)申立期間

②当時、Ｃ社Ｄ工場の厚生年金保険の被保険者であった同僚について雇用保

険記録を調査したところ、雇用保険の資格取得日の２か月後から７か月後に

厚生年金保険の被保険者資格を取得していることから、同社においては、必

ずしも入社と同時に厚生年金保険の被保険者資格を取得させていたとは言え

ない状況が改めてうかがえる等を理由として、既に当委員会の決定に基づき、

平成 23 年９月 29 日付けで、年金記録の訂正は必要で無いとする通知が行わ

れている。 

今回、申立人は新たな資料等を提出することなく、「再調査の上、申立期

間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。」と主張してい

るが、申立期間①について、Ｂ社での新たな資料等は無く、厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていた事情は見当らない。 

また、申立期間②についても、Ｃ社Ｄ工場の事業所払出簿によると、同社

の社名は、当初「Ｇ社」であったが、その後、「Ｈ社」に名称変更している

ことから、これらの事業所名でも調査したが、当該期間においては、いずれ

も適用事業所でないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当らない。 

したがって、申立人が主張している事情を調査しても、委員会の当初の決

定を変更すべき新たな事情は見当らないことから、申立人が厚生年金保険被

保険者として、申立期間係る厚生年金保険料を事業主により、給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

 


